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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
回次 第65期中 第66期中 第67期中 第65期 第66期

会計期間

自平成18年
４月１日
至平成18年
９月30日

自平成19年
４月１日
至平成19年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成18年
４月１日
至平成19年
３月31日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高 (百万円) 36,947 37,044 27,692 81,622 84,498

経常損失 (百万円) 918 1,037 3,550 1,610 1,916

中間（当期）純損失 (百万円) 913 1,257 8,340 1,624 2,753

持分法を適用した場合の

投資利益
(百万円) 13 20 6 23 2

資本金 (百万円) 6,432 6,932 6,932 6,632 6,932

発行済株式総数
普通株式 （千株） 44,250 49,878 49,878 46,363 49,878

優先株式 （千株） 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

純資産額 (百万円) 3,593 2,339 △8,084 3,146 261

総資産額 (百万円) 52,491 58,114 40,959 58,277 50,270

１株当たり純資産額 （円） △190.58 △194.32 △404.19 △191.58 △236.20

１株当たり中間（当期）

純損失金額
（円） 20.69 25.31 167.85 36.65 55.41

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
（円） － － － － －

１株当たり配当額 （円） － － － － －

自己資本比率 （％） 6.8 4.0 △19.7 5.4 0.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △571 △2,295 △7,387 △2,988 742

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 122 0 12 600 2,555

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △501 2,332 7,050 1,534 △3,438

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高
(百万円) 1,945 2,079 1,577 2,041 1,901

従業員数 （人） 642 627 496 624 588

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載していない。

２．売上高には、消費税等は含まれていない。

３．潜在株式は存在するものの、１株当たり中間(当期)純損失であるため記載していない。
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２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はな

い。なお、主要な関係会社における異動については「３　関係会社の状況」に記載のとおりである。

 

３【関係会社の状況】

　当中間会計期間において、前会計年度まで関係会社であった株式会社真和は平成20年７月17日付で破産手続きの開

始の決定を受けたため、関係会社に該当しなくなった。

 

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 496

　（注）１　従業員数は就業人員である。

　　　　２　従業員数が当中間会計期間において、92人減少しているが、その主な理由は、希望退職の募集を行ったこと　

　　　　　　によるものである。

 

(2）労働組合の状況

労使関係について特に記載すべき事項はない。

EDINET提出書類

真柄建設株式会社(E00096)

半期報告書

 3/51



第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

（1）業績

当中間会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安の高まりや、エネルギー・原材料価格高や輸出の鈍

化などを背景に、景気の減速感が一段と強まった。

建設業界においては、民間設備投資の減少や不動産市況の悪化の影響、更に資材価格の高騰や労務費価格の上

昇などにより、厳しさを増す状況で推移した。

このような中、当社は平成20年７月５日開催の取締役会において民事再生手続き開始の申立てを行うことを決

　　

議し、大阪地方裁判所に申立てを行った。その後、平成20年７月14日に大阪地方裁判所から民事再生手続開始

決定がなされ、平成21年２月９日までに大阪地方裁判所へ再生計画案の提出を予定している。

このような状況下において、当中間会計期間の業績については、受注高は101億19百万円（前年同期比80.7％

減）となった。建築・土木別の内訳は、建築工事88.2％、土木工事11.8％、また、発注者別内訳は、官公庁工事

18.5％、民間工事81.5％である。

売上高においては、建設事業の完成工事高274億2百万円（前年同期比25.7％減）と不動産事業等売上高2億89

百万円（前年同期比57.0％増）をあわせた総売上高は276億92百万円（前年同期比25.2％減）となった。完成工

事の建築・土木別内訳は、建築工事80.1％、土木工事19.9％である。

この結果、建設事業における当下半期以降への繰越高は405億99百万円（前年同期比52.6％減）となった。

損益については、今回の民事再生により、35億50百万円の経常損失となった。

また、特別損失に減損損失等67億54百万円等を計上した結果、誠に遺憾ながら83億40百万円の中間純損失と

なった。

（2）キャッシュ・フロー

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、資産評価損等の計上により税引前中間純損失

87億52百万円となったが、仕入債務の増加及び未成工事受入金の減少等により73億87百万円の支出超過となっ

た。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収等により12百万円の収入超過と

なった。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により70億50百万円の収

入超過となった。

 

以上の結果、「現金及び現金同等物の中間期末残高」は前中間会計期間と比べて3億24百万円減少し、15億

77百万円（前年同期比24.1％減少）となった。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高

期別 工事別
期首繰越工
事高
（百万円）

期中受注工
事高
（百万円）

計
（百万円）

期中完成工
事高
（百万円）

期末繰越工事高

期中施工高
（百万円）

手持工事高
（百万円）

うち施工高
比率
（％）

金額
（百万円）

前中間会計期間
（自平成19年
　　　４月１日）
至平成19年
９月30日）

建築工事 52,145 47,985100,13131,243 68,88810.6 7,336 28,935

土木工事 17,937 4,502 22,440 5,617 16,82229.7 5,004 6,802

計 70,083 52,487122,57136,860 85,71114.412,340 35,737

当中間会計期間
（自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日）

建築工事 42,702 8,929 51,632 21,941 29,69010.1 2,998 22,167

土木工事 15,179 1,189 16,369 5,461 10,90820.0 2,187 3,952

計 57,882 10,119 68,001 27,402 40,59912.8 5,186 26,120

前事業年度
（自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日）

建築工事 52,145 57,859110,00567,302 42,702 6.5 2,772 60,430

土木工事 17,937 13,105 31,042 15,863 15,17924.3 3,696 15,740

計 70,083 70,964141,04883,165 57,88211.2 6,469 76,171

　（注）１．前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注工事高にその増

減額を含む。したがって、期中完成工事高にもかかる増減額が含まれる。

２．期末繰越工事高の施工高は支出金により手持工事高の施工高を推定したものである。

３．期中施工高は（期中完成工事高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高）に一致する。

 

(2）受注工事高及び完成工事高について

　当社は建設市場の状況を反映して工事の受注工事高及び完成工事高が平均化しておらず、最近３年間についてみ

ても次のように変動している。

期別

受注工事高 完成工事高
１年通期
(A)

（百万円）

上半期
(B)

（百万円）

(B)/(A)
（％）

１年通期
(C)

（百万円）

上半期
(D)

（百万円）

(D)/(C)
（％）

第64期 76,317 42,357 56 76,471 30,848 40

第65期 84,331 41,150 49 80,760 36,412 45

第66期 70,964 52,487 74 83,165 36,860 44

第67期      　 10,119     　     　 27,402     　
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(3）売上高

①　完成工事高

期別 区分
官公庁
（百万円）

民間
（百万円）

計
（百万円）

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

建築工事 3,743 27,499 31,243

土木工事 3,898 1,718 5,617

計 7,642 29,217 36,860

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

建築工事 5,484 16,457 21,941

土木工事 4,343 1,117 5,461

計 9,828 17,574 27,402

　（注）１．完成工事のうち主なものは、つぎのとおりである。

前中間会計期間　請負金額４億円以上の主なもの

日選開発㈱ （仮称）ペルル江坂新築工事

東京建物㈱・新星和不動産㈱ 芦屋伊勢町新築工事

㈱プレサンスコーポレション （仮称）プレサンス泉イースト新築工事

浜名湖電装㈱ 浜名湖電装株式会社吉美工場第３期建設工事

㈱毛髪クリニックリーブ２１ リーブ２１東豊迎賓館新築工事

㈱地建 （仮称）アーバンシティ富山今泉西部町新築工事

東京建物㈱ （仮称）高槻市明野町新築工事

野村不動産㈱ （仮称）宮原駅西口マンション新築工事

大和ハウス工業㈱ （仮称）Ｄ’グランセ外土居新築工事

関西国際空港㈱ 貨物上屋Ｅ棟新築工事

 

当中間会計期間　請負金額３億円以上の主なもの

大和ハウス工業㈱ （仮称）プレミスト葛城新築工事

野村不動産㈱ （仮称）芦屋・上宮川町計画新築工事

大阪府 大阪府堺南警察署改築工事

大津市 逢坂小学校校舎改築工事

日本道路公団 舞鶴若狭自動車道西勢工事

水資源開発公団 豊川用水二期西部幹線併設水路弥栄小牧工区工事

石川県 県立美術館改修等工事

㈱共和工業所 Ｈ２０㈱共和工業所第７工場建設工事

国土交通省 むさし横断地下道工事

 

２．前中間会計期間及び当中間会計期間ともに完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はない。
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②　不動産事業等売上高

期別 区分
売上高
（百万円）

主な物件

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

不動産販売 －  

不動産賃貸収入他 184  

計 184  

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

不動産販売 102 パークプラザ太子橋 

不動産賃貸収入他 187  

計 289  

 

(4）手持工事高（平成20年９月30日現在）

区分
官公庁
（百万円）

民間
（百万円）

計
（百万円）

建築工事 14,551 15,139 29,690

土木工事 8,936 1,972 10,908

計 23,487 17,111 40,599

　（注）　手持工事のうち請負金額10億円以上の主なものは、つぎのとおりである。

 下関市 細江町三丁目地区社会教育複合施設（仮称）整備運営事業 平成22年３月完成予定

 
兵庫県

病院事業管理者
県立新加古川病院建築工事 平成21年８月完成予定

 千葉市 南部浄化センターＣ系水処理施設土木工事 平成22年10月完成予定

 防衛省 三宿（１８）池尻宿舎新設建築工事 平成22年７月完成予定

 高桑美術印刷㈱ 高桑美術印刷㈱『テクニカルパーク川北』増築工事 平成21年３月完成予定

 京都市
京都市焼却灰溶融施設（仮称）建設工事ただし、建築主体そ

の他工事
平成21年７月完成予定

 法務省 立川拘置支所（仮称）職員宿舎新営（建築）工事 平成21年３月完成予定

 法務省 富山刑務所医務・収容棟等新営工事 平成21年３月完成予定

 東日本高速道路㈱ 日本海東北自動車道　中条南工事 平成21年１月完成予定

 大阪府 都市計画道路大和川線　天美掘割工事（土留工） 平成22年９月完成予定

 豊田市 （仮称）豊田市武道館・サブホール建設工事 平成22年９月完成予定

 北播磨清掃事務組合 北播磨清掃事務組合一般廃棄物最終処分場建設工事 平成20年12月完成予定
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３【対処すべき課題】

　当社の対処すべき課題である民事再生手続き申立については、平成20年７月14日に大阪地方裁判所より民事再生手

続き開始決定がなされ、平成21年２月９日までに大阪地方裁判所へ再生計画案の提出を予定している。今後、債権者の

決議をいただいた後、大阪地方裁判所の認可決定を受け、再建を進める予定である。

　なお、当社は裁判所及び監督委員の指導監督のもと、取引先各位をはじめとする関係各位のご支援、ご協力を賜り、再

生計画の推進により信頼回復と事業再建に向けて全力を尽くす所存である。

 

４【経営上の重要な契約等】

　当中間会計期間において、特記事項なし。 
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５【研究開発活動】

　当社における研究開発は、建設本部技術部を中心に進めている。

　建設業においては住宅や社会資本の整備を通じて、豊かな国民生活と活力ある経済社会を実現する使命を担ってお

り、その中での研究開発にも大きな期待が寄せられている。

　また、少子高齢化や深刻化する環境問題、また既存の社会資本の維持管理など経済社会の急速な変化に対応するとと

もに、私達の周りを良好な環境を保全するなどを考慮しながら次の研究を展開している。

　なお当技術部では、建築工学に関する解析・設計・施工についての研究のみならず、自然環境や生活環境に配慮する

と共にお客様や社会の様々なニーズに対応し、満足いただけるための技術研究に取り組んでいる。

（1） 環境への取組

　　  調査から浄化まで状況に最適な技術を選択し、様々な物質による汚染土の浄化技術の開発

　　  休止焼却炉の解体、撤去技術の開発、地下水浄化技術の開発

　　  都市のヒートアイランド現象の緩和と住環境の向上を目的とした屋上緑化技術、壁面緑化技術の開発、

      二酸化炭素排出量抑制のための小型風力発電の有効活用

（2） 生活環境への配慮

　　  免震構造については大型建物のみならず、住宅などにも適用できる免震構造の開発

　　  免震建物の地震観測などの地震と建物について調査研究

　　  交通振動低減により住環境の向上対策

（3） コンクリート構造物の維持管理

　　  劣化したコンクリート構造物の補修に関連する技術開発

（4） その他

　　  下水道管路の改築、更新技術の開発

　　  炭素繊維集成板によるコンクリート構造物の補修や補強技術の開発

　　  ジオテキスタイルによる盛土強化の解析

　　  柱はＲＣ構造・梁はＳ構造としたハイブリッド構造の実用化への試みなど

 

  なお、当中間会計期間における研究開発費は23百万円である。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

 

２【設備の新設、除却等の計画】
　　　当中間会計期間において、重要な設備の新設及び除却等の計画はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

Ａ種優先株式 12,000,000

Ｂ種優先株式 12,000,000

計 144,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年12月25日）

上場金融商品取引所名又は登
録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 49,878,872 49,878,872 － 議決権有り

Ａ種優先株式 12,000,000 12,000,000 － （注）1,3

Ｂ種優先株式 12,000,000 12,000,000 － （注）2,3

計 73,878,872 73,878,872 － －

　（注）１．Ａ種優先株式の内容は次のとおりである。

(1）優先配当金

①　優先配当金の計算

　平成17年３月31日を含む事業年度から平成18年３月31日を含む事業年度については、Ａ種優先株式につ

いて優先配当金を支払わない。

　平成18年４月１日以降の事業年度については、Ａ種優先株式１株当たりの優先配当金（以下「Ａ種優先

配当金」という。）の額は、Ａ種優先株式の発行価額（500円）に、それぞれの事業年度ごとに日本円TIBOR

に1.0％を加えた年率（以下「Ａ種配当年率」という。）を乗じて算出した額とする。

　ただし、Ａ種優先配当金は、円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。計算の結

果、Ａ種優先配当金が１株につき50円を超える場合は、50円とする。

　Ａ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

　「年率修正日」は、平成18年４月１日および、それ以降の毎年の４月１日とする。当日が、銀行休業日の場

合は前営業日を年率修正日とする。

　「日本円TIBOR」は、各年率修正日の、午前11時における日本円１年物トーキョー・インター・バンク・

オファード・レート（日本円TIBOR１年物（365日ベース））として全国銀行協会によって公表される数

値を指すものとする。

　ただし、かかるレートが公表されていない場合には、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンド

ン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート

（ユーロ円LIBOR１年物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値、または

これに準じるものと認められるものを用いるものとする。

②　非累積条項

　ある事業年度において、Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）またはＡ種優先株

式の登録株式質権者（以下「Ａ種登録株式質権者」という。）に対して支払う剰余金の配当の額がＡ種優

先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

③　非参加条項

　Ａ種優先株主またはＡ種登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて配当は行わない。
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(2）残余財産の分配

　当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主またはＡ種登録株式質権者に対し、当会社の普通株式

（以下「普通株式」という。）を有する株主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権

者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき500円を支払う。

　Ａ種優先株主またはＡ種登録株式質権者に対しては、前記分配のほか、残余財産の分配は行わない。

(3）議決権

　Ａ種優先株主は株主総会において議決権を有しない。

(4）株式の併合または分割、募集株式の割当を受ける権利等

　当会社は、Ａ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。当会社はＡ種優先株主には、募集株式

の割当を受ける権利または募集新株予約権の割当を受ける権利、株式無償割当若しくは募集新株予約権付社

債の割当を受ける権利を与えない。

(5）取得・消却

　当会社はＡ種優先株式を取得または消却することができる。

(6）償還請求権

　Ａ種優先株主は、平成22年７月１日以降、毎年７月１日から７月31日までの期間（以下「償還請求可能期

間」という。）において、会社法第461条第１項規定の限度額の50％を限度として、Ａ種優先株式の全部また

は一部の償還を請求することができ、当会社は、償還請求可能期間満了の日以降、２カ月以内に償還手続きを

行うものとする。ただし、前記限度額を超えてＡ種優先株主からの償還請求があった場合、償還請求可能期間

経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。償還価額は、Ａ種優先株式１株につき500円に償

還請求日の属する事業年度におけるＡ種優先配当金の額を償還日の属する事業年度の初日から償還日まで

の日数（初日および償還日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位

を四捨五入する。）を加算した額とする。

(7）強制償還

　当会社は、平成22年４月１日以降、いつでもＡ種優先株主またはＡ種登録株式質権者の意思にかかわらず、

Ａ種優先株式の全部または一部を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。

償還価額は、Ａ種優先株式１株につき500円に償還日の属する事業年度におけるＡ種優先配当金の額を償還

日の属する事業年度の初日から償還日までの日数（初日および償還日を含む。）で日割計算した額（円位未

満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）を加算した額とする。

(8）［普通株式を対価とする］取得請求権

①　取得請求期間

　平成22年３月17日から平成27年３月16日まで

②　取得の条件

　Ａ種優先株式は、次の条件でＡ種優先株式を取得するのと引換に普通株式を交付すること（以下第(8)号

及び第(9)号において「取得」という。）ができる。

イ．当初取得価額

　当初取得価額は、130円とする。

ロ．取得により発行する普通株式数

　Ａ種優先株式の取得により発行すべき普通株式の数は、次のとおりとする。

取得により発行

すべき普通株式数
＝

Ａ種優先株主が取得請求のために提出したＡ種優先株式の発行価額総額

取得価額

　発行すべき株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

ハ．取得価額の修正

　取得価額は、平成22年４月１日以降平成26年４月１日まで毎年４月１日（以下「取得価額修正日」と

いう。）に、取得価額修正日現在における時価に修正されるものとし、当該取得価額は当該取得価額修正

日以降、翌年の取得価額修正日の前日（または取得請求期間の終了日）までの間になされた取得請求

（本号④に従って到着することを要する。）について、適用される。ただし、当該時価が当初取得価額の

70％の額（以下「下限取得価額」という。）を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。

また、当該時価が当初取得価額の120％の額（以下「上限取得価額」という。）を上回る場合には、修正

後取得価額は上限取得価額とする。

　上記の取得価額修正日の「時価」とは、当該取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の

株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終

値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。
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ニ．取得価額の調整

ａ．Ａ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額（当該時点で適用のある前記

イ．の当初取得価額またはハ．により修正された取得価額（前記ハ．の下限取得価額および上限取

得価額を含む。）をいう。）は、下記算式（以下「取得価額調整式」という。）により計算される取得

価額に調整される。調整後取得価額は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。

     

既発行普通株式数

 

＋

新規発行・処分普通株式数 × １株当たり払込・処分金額

調整後

取得価額
＝
調整前

取得価額
×

１株当たり時価

既発行普通株式数 ＋ 新規発行・処分普通株式数

ⅰ　取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を

処分する場合を含む。）（ただし、普通株式を取得することができる株式または権利行使可能な新

株予約権若しくは新株予約権付社債の取得または行使による場合を除く。）、調整後取得価額は、払

込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用す

る。処分される普通株式に係る自己株式数は取得価額調整式における新規発行普通株式数に算入さ

れる。

ⅱ　株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後取得価額は、株式の分割のための株主割当日が

あるときはその株主割当日の翌日以降、当該株式の分割のための株主割当日がないときは、当会社

の取締役会において株式分割の効力発生日と定めた日の翌日以降、これを適用する。ただし、配当可

能利益から資本に組み入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式

を発行する旨を取締役会で決議する場合において、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主

総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とするときは、調整後取得価額は、当該

配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。なお、上記

ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の資本組入の

決議をした株主総会の終結の日までに取得をなした者に対しては、次の算出方法により普通株式を

新たに発行する。

株式数 ＝

(調整前取得価額－調整後取得価額)× 調整前取得価額をもって取得により当該期間内に発行された株式数

調整後取得価額

　この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

ⅲ　取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式を取得することができる株式また

は権利行使可能な新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合、調整後取得価額は、その

証券の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券

の全額が取得またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、また

はその割当日の翌日以降、これを適用する。

ｂ．上記ａ．各号に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換、資本の減少、または普通株式の併合等

により取得価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更される。

ｃ．取得価額調整式で使用する１株当たり時価は、調整後取得価額を適用する日（ただし、前記ａ．ⅱ

号但書の場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所に

おける普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円

位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。なお、上記45取引日の間に

当該取得価額の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後取得価額は、前記ａ．に準じて

取締役会が適当と判断する価額に調整される。

ｄ．取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得

価額とする。

ｅ．取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日（ただし、株式の

分割を行うための当会社の取締役会において株主割当以外の日を株式分割の効力発生日と定めた場

合はその日）、株主割当日がない場合は、調整後取得価額を適用する日の１か月前の日における当会

社の既発行普通株式数（当該新規発行分は含まれない。）から、当該日における当会社の保有する普

通株式数を控除した数とする。
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ｆ．取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどま

るときは、取得価額の調整は行わない。ただし、その後取得の調整を必要とする事由が発生し、取得価

額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を

差し引いた額を使用する。

③　取得請求受付場所

大阪市北区堂島浜１丁目１番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社大阪証券代行部

④　取得の効力発生

　取得の効力は、取得請求書及びＡ種優先株式を表章する株券が上記③に記載する取得請求受付場所に到

着したときに発生する。

(9）強制転換

　平成22年３月17日から平成27年３月16日までに取得請求のなかったＡ種優先株式は、平成27年３月17日以

降の取締役会で定める日（以下第(9)号において「優先株式転換日」という。）をもって、Ａ種優先株式１株

の払込金相当額を優先株式転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所におけ

る普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数

第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。以下第(9)号において「強制転換価額」という。）で除

して得られる数の普通株式となる。ただし、当該平均値が(1)上限取得価額を上回るとき、または(2)下限取得

価額を下回るときは、Ａ種優先株式１株の払込金相当額を(1)の場合当該上限取得価額で、(2)の場合当該下

限取得価額で、それぞれ除して得られる数の普通株式となる。前記の普通株式数の算出に当たって１株に満

たない端数が生じたときは、会社法第167条に定める端数の処理の規定に準じてこれを取扱う。

(10）優先順位

　Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式の優先配当金の支払順位および残余財産の分配順位は、同順位とする。

２．Ｂ種優先株式の内容は次のとおりである。

(1）優先配当金

①　優先配当金の計算

　平成17年３月31日を含む事業年度から平成18年３月31日を含む事業年度については、Ｂ種優先株式につ

いて優先配当金を支払わない。

　平成18年４月１日以降の事業年度については、Ｂ種優先株式１株当たりの優先配当金（以下「Ｂ種優先

配当金」という。）の額は、Ｂ種優先株式の発行価額（500円）に、それぞれの事業年度ごとに日本円TIBOR

に1.5％を加えた年率（以下「Ｂ種配当年率」という。）を乗じて算出した額とする。

　ただし、Ｂ種優先配当金は、円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。計算の結

果、Ｂ種優先配当金が１株につき50円を超える場合は、50円とする。

　Ｂ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

　「年率修正日」は、平成18年４月１日および、それ以降の毎年の４月１日とする。当日が、銀行休業日の場

合は前営業日を年率修正日とする。

　「日本円TIBOR」は、各年率修正日の、午前11時における日本円１年物トーキョー・インター・バンク・

オファード・レート（日本円TIBOR１年物（365日ベース））として全国銀行協会によって公表される数

値を指すものとする。

ただし、かかるレートが公表されていない場合には、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンド

ン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート

（ユーロ円LIBOR１年物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値、または

これに準じるものと認められるものを用いるものとする。

②　非累積条項

　ある事業年度において、Ｂ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）またはＢ種優先株

式の登録株式質権者（以下「Ｂ種登録株式質権者」という。）に対して支払う剰余金の配当の額がＢ種優

先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

③　非参加条項

　Ｂ種優先株主またはＢ種登録株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当金を超えて配当は行わない。

(2）残余財産の分配

　当会社の残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主またはＢ種登録株式質権者に対し、当会社の普通株式

（以下「普通株式」という。）を有する株主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権

者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき500円を支払う。

　Ｂ種優先株主またはＢ種登録株式質権者に対しては、前記分配のほか、残余財産の分配は行わない。
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(3）議決権

　Ｂ種優先株主は株主総会において議決権を有しない。

(4）株式の併合または分割、募集株式の割当を受ける権利等

　当会社は、Ｂ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。当会社はＢ種優先株主には、募集株式

の割当を受ける権利または募集新株予約権の割当を受ける権利、株式無償割当若しくは募集新株予約権付社

債の割当を受ける権利を与えない。

(5）取得・消却

　当会社はＢ種優先株式を取得または消却することができる。

(6）償還請求権

　Ｂ種優先株主は、平成27年７月１日以降、毎年７月１日から７月31日までの期間（以下「償還請求可能期

間」という。）において、会社法第461条第１項規定の限度額の50％を限度として、Ｂ種優先株式の全部また

は一部の償還を請求することができ、当会社は、償還請求可能期間満了の日以降、２カ月以内に償還手続きを

行うものとする。ただし、前記限度額を超えてＢ種優先株主からの償還請求があった場合、償還請求可能期間

経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。償還価額は、Ｂ種優先株式１株につき500円に償

還請求日の属する事業年度におけるＢ種優先配当金の額を償還日の属する事業年度の初日から償還日まで

の日数（初日および償還日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位

を四捨五入する。）を加算した額とする。

(7）強制償還

　当会社は、平成27年４月１日以降、いつでもＢ種優先株主またはＢ種登録株式質権者の意思にかかわらず、

Ｂ種優先株式の全部または一部を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。

償還価額は、Ｂ種優先株式１株につき500円に償還日の属する事業年度におけるＢ種優先配当金の額を償還

日の属する事業年度の初日から償還日までの日数（初日および償還日を含む。）で日割計算した額（円位未

満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）を加算した額とする。

(8）［普通株式を対価とする］取得請求権

①　取得請求期間

平成27年３月17日から平成37年３月16日まで

②　取得の条件

　Ｂ種優先株式は、次の条件でＢ種優先株式を取得するのと引換に普通株式を交付すること（以下第(8)号

及び第(9)号において「取得」という。）ができる。

イ．当初取得価額

　当初取得価額は、130円とする。

ロ．取得により発行する普通株式数

　Ｂ種優先株式の取得により発行すべき普通株式の数は、次のとおりとする。

取得により発行

すべき普通株式数
＝
Ｂ種優先株主が取得請求のために提出したＢ種優先株式の発行価額総額

取得価額

　発行すべき株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

ハ．取得価額の修正

　取得価額は、平成27年４月１日以降平成36年４月１日まで毎年４月１日（以下「取得価額修正日」と

いう。）に、取得価額修正日現在における時価に修正されるものとし、当該取得価額は当該取得価額修正

日以降、翌年の取得価額修正日の前日（または取得請求期間の終了日）までの間になされた取得請求

（本号④に従って到着することを要する。）について、適用される。ただし、当該時価が当初取得価額の

70％の額（以下「下限取得価額」という。）を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。

また、当該時価が当初取得価額の120％の額（以下「上限取得価額」という。）を上回る場合には、修正

後取得価額は上限取得価額とする。

　上記の取得価額修正日の「時価」とは、当該取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の

株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終

値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。
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ニ．取得価額の調整

ａ．Ｂ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額（当該時点で適用のある前記

イ．の当初取得価額またはハ．により修正された取得価額（前記ハ．の下限取得価額および上限取

得価額を含む。）をいう。）は、下記算式（以下「取得価額調整式」という。）により計算される取得

価額に調整される。調整後取得価額は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。

     

既発行普通株式数

 

＋

新規発行・処分普通株式数 × １株当たり払込・処分金額

調整後

取得価額
＝
調整前

取得価額
×

１株当たり時価

既発行普通株式数 ＋ 新規発行・処分普通株式数

ⅰ　取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を

処分する場合を含む。）（ただし、普通株式を取得することができる株式または権利行使可能な新

株予約権若しくは新株予約権付社債の取得または行使による場合を除く。）、調整後取得価額は、払

込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用す

る。処分される普通株式に係る自己株式数は取得価額調整式における新規発行普通株式数に算入さ

れる。

ⅱ　株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後取得価額は、株式の分割のための株主割当日が

あるときはその株主割当日の翌日以降、当該株式の分割のための株主割当日がないときは、当会社

の取締役会において株式分割の効力発生日と定めた日の翌日以降、これを適用する。ただし、配当可

能利益から資本に組み入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式

を発行する旨を取締役会で決議する場合において、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主

総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とするときは、調整後取得価額は、当該

配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。なお、上記

ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の資本組入の

決議をした株主総会の終結の日までに取得をなした者に対しては、次の算出方法により普通株式を

新たに発行する。

株式数 ＝

(調整前取得価額－調整後取得価額)× 調整前取得価額をもって取得により当該期間内に発行された株式数

調整後取得価額

　この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

ⅲ　取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式を取得することができる株式また

は権利行使可能な新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合、調整後取得価額は、その

証券の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券

の全額が取得またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、また

はその割当日の翌日以降、これを適用する。

ｂ．上記ａ．各号に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換、資本の減少、または普通株式の併合等

により取得価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更される。

ｃ．取得価額調整式で使用する１株当たり時価は、調整後取得価額を適用する日（ただし、前記ａ．ⅱ

号但書の場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所に

おける普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円

位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。なお、上記45取引日の間に

当該取得価額の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後取得価額は、前記ａ．に準じて

取締役会が適当と判断する価額に調整される。

ｄ．取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得

価額とする。

ｅ．取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日（ただし、株式の

分割を行うための当会社の取締役会において株主割当以外の日を株式分割の効力発生日と定めた場

合はその日）、株主割当日がない場合は、調整後取得価額を適用する日の１か月前の日における当会

社の既発行普通株式数（当該新規発行分は含まれない。）から、当該日における当会社の保有する普

通株式数を控除した数とする。
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ｆ．取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどま

るときは、取得価額の調整は行わない。ただし、その後取得の調整を必要とする事由が発生し、取得価

額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を

差し引いた額を使用する。

③　取得請求受付場所

大阪市北区堂島浜１丁目１番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社大阪証券代行部

④　取得の効力発生

　取得の効力は、取得請求書及びＢ種優先株式を表章する株券が上記③に記載する取得請求受付場所に到

着したときに発生する。

(9）強制転換

　平成27年３月17日から平成37年３月16日までに取得請求のなかったＢ種優先株式は、平成37年３月17日以

降の取締役会で定める日（以下第(9)号において「優先株式転換日」という。）をもって、Ｂ種優先株式１株

の払込金相当額を優先株式転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所におけ

る普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数

第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。以下第(9)号において「強制転換価額」という。）で除

して得られる数の普通株式となる。ただし、当該平均値が(1)上限取得価額を上回るとき、または(2)下限取得

価額を下回るときは、Ｂ種優先株式１株の払込金相当額を(1)の場合当該上限取得価額で、(2)の場合当該下

限取得価額で、それぞれ除して得られる数の普通株式となる。前記の普通株式数の算出に当たって１株に満

たない端数が生じたときは、会社法第167条に定める端数の処理の規定に準じてこれを取扱う。

(10）優先順位

　Ｂ種優先株式、Ｂ種優先株式の優先配当金の支払順位および残余財産の分配順位は、同順位とする。

３．Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式は、現物出資によって発行されたものである。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はない。

　

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はない。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成20年４月１日～

 平成20年９月30日
    73,878,872       6,932,156     499,999
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（５）【大株主の状況】

①　普通株式

 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

木村  雅秀 大阪府四條畷市 3,000 6.01

真柄　敏郎 石川県金沢市 2,247 4.50

株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町１ 2,171 4.35

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り１－２－26 2,171 4.35

前田  暢一 東京都港区 1,400 2.80

二木　登代子 石川県金沢市 939 1.88

栗原  真一 千葉県八街市 881 1.76

真柄  達郎 石川県金沢市 822 1.64

笠井  寛 東京都港区 760 1.52

二木  宏雄 石川県能美市 500 1.00

計 － 14,892 29.85

　（注）１．持株数は、千株未満を切り捨てて表示している。

２．持株比率については、小数点第２位未満を切り捨てて表示している。

 

②　Ａ種優先株式

 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町１ 6,000 50.00

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り１－２－26 6,000 50.00

計 － 12,000 100.00

 

③　Ｂ種優先株式

 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町１ 6,000 50.00

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り１－２－26 6,000 50.00

計 － 12,000 100.00
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式
優先株式　　 　

24,000,000
－

「１(1）②　発行済株

式」の記載を参照

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式　　 　187,000
－ －

（相互保有株式）

普通株式　　　 25,000
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式　　　 

49,089,000
49,089 －

単元未満株式 普通株式　　 　577,872 －
１単元（1,000株）未

満の株式

発行済株式総数 73,878,872 － －

総株主の議決権 － 49,089 －

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が650,000株含まれている。また、「議

決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数65個が含まれている。

２．「単元未満株式」の欄には、当社保有の自己株式が次のとおり含まれている。

自己株式　　　　859株

　

②【自己株式等】

 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

真柄建設株式会社
石川県金沢市彦三町

１－13－43
187,000 － 187,000 0.37

ピーエムコンクリート㈱
石川県白山市木津町

1570－１
25,000 － 25,000 0.05

計 － 212,000 － 212,000 0.42
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２【株価の推移】

〔当該中間会計期間における月別最高・最低株価〕

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 60 64 57 43 3 －

最低（円） 52 53 38 2 1 －

　（注） １　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

　　　　 ２　平成20年８月６日付上場廃止に伴い、最終取引日である平成20年８月５日までの株価について記載してい　　

　　　　　　 る。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準

じて記載している。

　なお、前中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成している。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月

30日）の中間財務諸表については、新日本監査法人により中間監査を受け、当中間会計期間（平成20月４月１日から

平成20年９月30日まで）の中間財務諸表については、一時会計監査人である永昌監査法人により中間監査を受けてい

る。

　なお、当社の監査人は次のとおり交代している。

　　前中間会計期間　新日本監査法人

　　当中間会計期間　永昌監査法人

 

３．中間連結財務諸表について

　当社は子会社がないので、中間連結財務諸表を作成していない。
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１【中間財務諸表等】
（１）【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

（単位：千円）

前中間会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,079,068 1,577,076 1,901,370

受取手形 ※6
 881,693 920,659 376,712

完成工事未収入金 25,851,222 18,153,455 25,399,639

有価証券 － ※3
 25,005

※3
 25,013

販売用不動産 ※3
 742,640

※3
 677,986

※3
 1,010,383

未成工事支出金 7,415,338 6,092,790 6,010,965

立替金 － 1,636,386 767,997

預け金 － 1,036,951 －

その他 ※3,6,7
 3,272,227

※7
 2,365,642

※7
 1,507,727

貸倒引当金 △305,096 △301,011 △258,579

流動資産合計 39,937,093 32,184,943 36,741,231

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※3
 4,078,471

※3
 1,716,920

※3
 3,948,316

土地 ※2,3
 8,329,285

※2,3
 4,009,044

※2,3,8
 7,001,533

その他（純額） ※3
 95,069

※3
 64,333

※3
 77,832

有形固定資産計 ※1
 12,502,826

※1
 5,790,298

※1
 11,027,682

無形固定資産

その他 118,609 102,345 109,266

無形固定資産計 118,609 102,345 109,266

投資その他の資産

投資有価証券 ※3
 3,107,458 194,915 207,859

破産債権、更生債権等 － 2,445,202 671,837

長期営業外未収入金 7,664,024 7,633,024 7,640,024

その他 2,316,980 1,311,664 1,521,826

貸倒引当金 △7,532,653 △8,703,142 △7,649,562

投資その他の資産計 5,555,808 2,881,663 2,391,984

固定資産合計 18,177,244 8,774,307 13,528,933

資産合計 58,114,337 40,959,250 50,270,165
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（単位：千円）

前中間会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 ※6
 12,144,128 12,142,312 15,389,683

工事未払金 15,772,562 12,279,354 14,999,245

短期借入金 ※3
 13,070,666

※3
 12,772,618

※3
 5,710,666

未払法人税等 40,207 34,900 45,240

未成工事受入金 ※3
 8,028,743 4,287,038 6,398,366

工事損失引当金 1,203,741 1,984,340 803,342

その他の引当金 202,338 69,466 216,075

その他 1,171,521 1,686,914 1,746,004

流動負債合計 51,633,910 45,256,945 45,308,626

固定負債

長期借入金 2,199 ※3
 1,497,444

※3
 1,501,866

再評価に係る繰延税金負債 ※2
 1,178,394

※2
 245,459

※2
 674,759

退職給付引当金 2,071,120 1,752,561 2,022,250

債務保証損失引当金 42,910 40,030 42,910

関係会社損失引当金 172,000 － 190,000

その他 674,735 251,592 268,400

固定負債合計 4,141,361 3,787,087 4,700,187

負債合計 55,775,271 49,044,033 50,008,814

純資産の部

株主資本

資本金 6,932,156 6,932,156 6,932,156

資本剰余金

資本準備金 499,999 499,999 499,999

資本剰余金合計 499,999 499,999 499,999

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △3,638,720 △14,262,937 △4,410,995

利益剰余金合計 △3,638,720 △14,262,937 △4,410,995

自己株式 △23,802 △25,932 △25,623

株主資本合計 3,769,633 △6,856,712 2,995,537

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 584,844 － 4,871

土地再評価差額金 △2,015,411 △1,228,069 △2,739,057

評価・換算差額等合計 △1,430,567 △1,228,069 △2,734,186

純資産合計 2,339,066 △8,084,782 261,351

負債純資産合計 58,114,337 40,959,250 50,270,165
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②【中間損益計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

売上高

完成工事高 36,860,099 27,402,981 83,165,889

不動産事業等売上高 184,709 289,972 1,332,589

売上高合計 37,044,809 27,692,953 84,498,479

売上原価

完成工事原価 36,285,026 29,510,298 81,888,933

不動産事業等売上原価 132,381 228,727 1,100,430

売上原価合計 36,417,407 29,739,025 82,989,363

売上総利益

完成工事総利益 575,073 △2,107,317 1,276,956

不動産事業等総利益 52,328 61,244 232,158

売上総利益合計 627,401 △2,046,072 1,509,115

販売費及び一般管理費 1,481,735 1,350,676 2,972,075

営業損失（△） △854,334 △3,396,748 △1,462,960

営業外収益

受取利息 4,466 6,445 11,049

その他 79,027 110,142 156,505

営業外収益合計 83,494 116,588 167,554

営業外費用

支払利息 225,847 136,812 491,351

その他 40,587 133,501 129,902

営業外費用合計 266,434 270,313 621,254

経常損失（△） △1,037,274 △3,550,473 △1,916,659

特別利益

前期損益修正益 － 273,915 49,862

債務免除益 － 1,087,696 －

関係会社損失引当金戻入額 － 190,000 －

その他 ※3
 38,809 388 ※3

 652,032

特別利益合計 38,809 1,552,000 701,894

特別損失

減損損失 － ※4
 5,161,246

※4
 1,324,636

貸倒引当金繰入額 － 1,093,132 51,885

その他 ※5
 236,868

※5
 499,843

※5
 610,909

特別損失合計 236,868 6,754,222 1,987,432

税引前中間純損失（△） △1,235,333 △8,752,695 △3,202,197

法人税、住民税及び事業税 26,482 21,770 63,222

法人税等調整額 △4,047 △433,612 △511,729

法人税等合計 22,435 △411,842 △448,507

中間純損失（△） △1,257,768 △8,340,852 △2,753,690
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③【中間株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 6,632,157 6,932,156 6,632,157

当中間期変動額

新株の発行 299,999 － 299,999

当中間期変動額合計 299,999 － 299,999

当中間期末残高 6,932,156 6,932,156 6,932,156

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 199,999 499,999 199,999

当中間期変動額

新株の発行 299,999 － 299,999

当中間期変動額合計 299,999 － 299,999

当中間期末残高 499,999 499,999 499,999

資本剰余金合計

前期末残高 199,999 499,999 199,999

当中間期変動額

新株の発行 299,999 － 299,999

当中間期変動額合計 299,999 － 299,999

当中間期末残高 499,999 499,999 499,999

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △2,380,951 △4,410,995 △2,380,951

当中間期変動額

中間純損失（△） △1,257,768 △8,340,852 △2,753,690

土地再評価差額金の取崩 － △1,510,987 723,646

当中間期変動額合計 △1,257,768 △9,851,941 △2,030,043

当中間期末残高 △3,638,720 △14,262,937 △4,410,995

利益剰余金合計

前期末残高 △2,380,951 △4,410,995 △2,380,951

当中間期変動額

中間純損失（△） △1,257,768 △8,340,852 △2,753,690

土地再評価差額金の取崩 － △1,510,987 723,646

当中間期変動額合計 △1,257,768 △9,851,941 △2,030,043

当中間期末残高 △3,638,720 △14,262,937 △4,410,995

自己株式

前期末残高 △21,560 △25,623 △21,560

当中間期変動額

自己株式の取得 △2,242 △308 △4,063

当中間期変動額合計 △2,242 △308 △4,063

当中間期末残高 △23,802 △25,932 △25,623
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（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 4,429,644 2,995,537 4,429,644

当中間期変動額

新株の発行 599,999 － 599,999

中間純損失（△） △1,257,768 △8,340,852 △2,753,690

自己株式の取得 △2,242 △308 △4,063

土地再評価差額金の取崩 △1,510,987 723,646

当中間期変動額合計 △660,011 △9,852,250 △1,434,107

当中間期末残高 3,769,633 △6,856,712 2,995,537

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 731,973 4,871 731,973

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △147,129 △4,871 △727,102

当中間期変動額合計 △147,129 △4,871 △727,102

当中間期末残高 584,844 － 4,871

土地再評価差額金

前期末残高 △2,015,411 △2,739,057 △2,015,411

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） － 1,510,987 △723,646

当中間期変動額合計 － 1,510,987 △723,646

当中間期末残高 △2,015,411 △1,228,069 △2,739,057

評価・換算差額等合計

前期末残高 △1,283,437 △2,734,186 △1,283,437

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △147,129 1,506,116 △1,450,748

当中間期変動額合計 △147,129 1,506,116 △1,450,748

当中間期末残高 △1,430,567 △1,228,069 △2,734,186

純資産合計

前期末残高 3,146,207 261,351 3,146,207

当中間期変動額

新株の発行 599,999 － 599,999

中間純損失（△） △1,257,768 △8,340,852 △2,753,690

自己株式の取得 △2,242 △308 △4,063

土地再評価差額金の取崩 － △1,510,987 723,646

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △147,129 1,506,116 △1,450,748

当中間期変動額合計 △807,141 △8,346,133 △2,884,856

当中間期末残高 2,339,066 △8,084,782 261,351
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△） △1,235,333 △8,752,695 △3,202,197

減価償却費 93,720 88,445 187,786

減損損失 － 5,161,246 1,324,636

債務免除益 － △1,087,696 －

固定資産売却損益（△は益） － － △1,419

固定資産除却損 357 1,258 561

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △388 △555,037

社債発行費 5,391 － 5,391

関係会社株式評価損 － － 39,999

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 2,425 2,719 3,925

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,536 1,096,012 58,855

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,673 △269,689 △69,542

工事損失引当金の増減額（△は減少） 307,350 1,180,997 △93,048

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △8,171 △2,879 △8,171

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,257 △140,581 △30,389

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △9,142 △6,027 6,726

関係会社損失引当金の増減額（△は減少） 172,000 △190,000 190,000

受取利息及び受取配当金 △19,379 △8,855 △31,451

支払利息 225,847 136,812 491,351

売上債権の増減額（△は増加） 1,775,790 6,702,237 2,732,354

たな卸資産の増減額（△は増加） △862,515 349,851 752,591

その他の流動資産の増減額（△は増加） △942,250 △4,731,578 △379,065

仕入債務の増減額（△は減少） △1,988,398 △5,967,261 483,838

未成工事受入金の増減額（△は減少） 530,513 △2,111,328 △1,099,862

その他の流動負債の増減額（△は減少） △26,955 1,307,510 462,128

小計 △2,039,217 △7,241,890 1,269,960

利息及び配当金の受取額 25,131 11,141 47,283

利息の支払額 △242,365 △139,539 △491,692

法人税等の支払額 △39,373 △17,145 △83,157

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,295,824 △7,387,434 742,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △2,506 － △4,009

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 2,439 2,460,309

出資金の回収による収入 △400 60 △400

有形固定資産の取得による支出 △47 △5,192 △7,260

有形固定資産の売却による収入 － 5,726 92,354

貸付けによる支出 △8,171 △2,879 △8,171

貸付金の回収による収入 12,075 12,015 23,115

投資活動によるキャッシュ・フロー 949 12,168 2,555,937
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（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,400,000 7,441,951 －

短期借入金の返済による支出 － － △1,560,000

長期借入れによる収入 － － 3,040,000

長期借入金の返済による支出 △60,333 △384,422 △4,900,666

長期未払金の返済による支出 △5,000 △6,250 △13,750

自己株式の取得による支出 △2,242 △308 △4,063

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,332,423 7,050,970 △3,438,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 37,549 △324,294 △140,148

現金及び現金同等物の期首残高 2,041,518 1,901,370 2,041,518

現金及び現金同等物の中間期末残高 2,079,068 1,577,076 1,901,370
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　当社は、平成19年12月３日に大阪支店

において不適切な原価処理が行われて

いたことが判明したことを受けて、こ

の不適切な処理内容について厳正な調

査を行い、公表済財務諸表（中間を含

む）の記載内容について見直しを行っ

た。

　これにより、当中間会計期において

は、完成工事総利益が大幅に減少し、多

額の営業損失（854,334千円）、経常損

失（1,037,274千円）、及び、中間純損

失（1,257,768千円）を計上すること

となり、利益剰余金が多額のマイナス

となった。また、前事業年度から継続し

て重要なマイナスの営業キャッシュ・

フロー（2,295,824千円）を計上して

いる。

　これらの結果、平成16年10月に策定し

た「中期経営改善計画」を大幅に下回

り、その達成が困難となったことから、

今後の資金繰りへの影響が懸念され、

継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在している。

　当社は、当該状況を解消すべく、平成

20年１月28日開催の取締役会におい

て、「新中期経営計画」及び「資金繰

り計画」を決議し、今後、収益率を高め

財務体質の強化を早急に図り、企業存

続から堅実な発展に向けて更なる抜本

的改革を推し進めてゆく所存である

が、当該計画を遂行してゆく過程にお

いて必要となる資金については、主力

金融機関より支援方針の継続につき協

力して頂けることとなっており、当面

資金不足等は発生しないものと見込ん

でいる。

　よって、中間財務諸表は継続企業を前

提として作成されており、このような

重要な疑義の影響を中間財務諸表に反

映していない。

　なお、今般策定した「新中期経営計

画」は、「意識改革、技術力・施工力強

化、経営改革」の推進を基本方針とし

ているが、その概要は、以下の通りであ

る。

わが国経済は、世界的な金融不安の

高まりや、エネルギー・原材料価格高

や輸出の鈍化などを背景に、景気の減

速感が一段と強まった。

建設業界においては、民間設備投資

の減少や不動産市況の悪化の影響、更

に資材価格の高騰や労務費価格の上昇

などにより、厳しさを増す状況で推移

した。 

このような中、当社は平成20年７月

５日開催の取締役会において民事再生

手続開始の申立てを行うことを決議

し、大阪地方裁判所に申立てを行った。

その後、平成20年７月14日に大阪地方

裁判所から民事再生手続開始決定がな

され、平成21年２月９日までに大阪地

方裁判所へ再生計画案の提出を予定し

ている。

なお、資本政策について、主力金融機

関である㈱北國銀行及び㈱北陸銀行に

対する発行総額40億円の第三者割当増

資により、平成20年９月末までに資本

増強を図る計画は中止を行った。

現在民事再生の過程にあり、継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在し

ている。

　当社は、当該状況を解消すべく、再生

計画案を策定し、役職員一丸となって

事業再生に邁進する所存である。

　中間財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な

疑義の影響を中間財務諸表に反映して

いない。

 

　当社は、平成19年12月３日に大阪支店

において不適切な原価処理が行われて

いたことが判明したことを受けて、こ

の不適切な処理内容について厳正な調

査を行い、公表済財務諸表（中間を含

む）の記載内容について見直しを行っ

た。

　これにより、平成20年３月期において

は、完成工事総利益が大幅に減少し、多

額の営業損失（1,462,960千円）、経常

損失（1,916,659千円）を計上した。

　これに加え、有利子負債削減のために

今後処分を計画している不動産に対す

る減損損失等を計上したことにより、

2,753,690千円の当期純損失となった。

その結果、利益剰余金は多額のマイナ

スとなり、純資産額が261,351千円と著

しく減少している。

　当該状況により、当社には継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在してい

る。

　当社は、当該状況を解消すべく、平成

20年５月15日開催の取締役会におい

て、平成20年１月28日に策定した「新

中期経営計画」に、その後の状況を加

味し、資本政策を盛り込んだ「新中期

経営計画」を決議し、今後、収益率を高

め財務体質の強化を早急に図り、企業

存続から堅実な発展に向けて更なる抜

本的改革を推し進めてゆく所存であ

る。

　資本政策については、主力金融機関で

ある㈱北國銀行及び㈱北陸銀行に対す

る発行総額40億円の第三者割当増資に

より、平成20年９月末までに資本増強

を図る計画であるが、既に両行からは、

当該計画に基づく引受要請に対して同

意を得ている。 

　なお、「新中期経営計画」は、「意識

改革、技術力・施工力強化、経営改革」

の推進を基本方針としているが、その

概要は、以下の通りである。
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前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1)収益力のある経営体質の構築

①　統廃合等本支店組織の見直しに

　　よる組織の効率化や、必要な部

　　署の組織強化により、適正配置

　　を進め、本経営計画の達成を確

　　実なものとする組織体系とす

　　る。

②　役員報酬の削減、執行役員の年

　　俸削減、早期退職制度の実施に

　　よる従業員に係る経費の削減等

　　による経費削減の実施。

③　キャッシュ・フローを意識した

　　業務改善による営業キャッシ

　　ュ・フローを好転させ、有利子

　　負債の削減、財務体質の健全化

　　を推進する。

④　経営資源を最大限活用したコス

　　ト競争力を強化する。「社内体

　　制の強化」、「発注方法の取組

　　み方」、「社員の意識改革」を

　　テーマに安定した利益確保のた

　　めの方策を実施し、利益構造の

　　改善を図る。

(1)収益力のある経営体質の構築

　①　統廃合等本支店組織の見直しに　　

　　　

　　　よる組織の効率化や、必要な部

　　　署の組織強化により、適正配置

　　　を進め、本経営計画の達成を確

　　　実なものとする組織体系とす

　　　る。

　②　役員報酬の削減、執行役員の年

　　　俸削減、早期退職制度の実施に

　　　よる従業員に係る経費の削減等

　　　による経費削減の実施。

　③　キャッシュ・フローを意識した

　　　業務改善による営業キャッシ

　　　ュ・フローを好転させ、有利子

　　　負債の削減、財務体質の健全化

　　　を推進する。

　④　経営資源を最大限活用したコス

　　　ト競争力を強化する。「社内体

　　　制の強化」、「発注方法の取組

　　　み方」、「社員の意識改革」を

　　　テーマに安定した利益確保のた

　　　めの方策を実施し、利益構造の

　　　改善を図る。

 

 

 

(2）部門別・ブロック別戦略の策定

　建築部門、土木部門、リニューア

ル部門毎に、また、北陸、東京、大

阪、名古屋ブロック毎にその特性

（強み）を生かした戦略を策定、確

実に実施していく。

(2) 部門別・ブロック別戦略の策定　　

　　建築部門、土木部門、リニューア　

　ル部門毎に、また、北陸、東京、大

　阪、名古屋ブロック毎にその特性

　（強み）を生かした戦略を策定、確

　実に実施していく。

(3）不適切な原価処理の再発防止策

　コンプライアンス体制の充実・強

化、及び、社内監視体制の強化のた

めの各種施策を確実に実施する。

 (3) 不適切な原価処理の再発防止策

　　コンプライアンス体制の充実・強

　化、及び、社内監視体制の強化のた

　めの各種施策を確実に実施する。

 

　よって、財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、このような重要

な疑義の影響を財務諸表に反映してい

ない。
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【中間財務諸表作成の基本となる重要な事項】

 

 
前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．資産の評価基準及び評

価方法

有価証券

①　満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

有価証券

①　満期保有目的の債券

同左

有価証券

①　満期保有目的の債券

同左

 ②　関連会社株式

総平均法による原価法

②　関連会社株式

同左

②　関連会社株式

同左

 ③　その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は総平均法により算定）

③　その他有価証券

時価のあるもの

同左

③　その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は総平均法により算定）

 時価のないもの

　総平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左 

 たな卸資産

①　販売用不動産・未成工事支出金

・不動産事業支出金

個別法による原価法

たな卸資産

①　未成工事支出金　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　　個別法による原価法　

　　不動産事業支出金・販売用不動産

　

    個別法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）

 

たな卸資産

①　販売用不動産・未成工事支出金

・不動産事業支出金

個別法による原価法

 ②　材料貯蔵品

総平均法による原価法

②　材料貯蔵品

総平均法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算

定） 

（会計方針の変更）

  従来、販売用不動産・不動産事業

支出金は個別法による原価法、材料

貯蔵品は総平均法による原価法を採

用しておりましたが、当中間会計期

間より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９号　平

成18年７月５日）が適用されたこと

に伴い、販売用不動産・不動産事業

支出金は個別法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）、材

料貯蔵品は総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用している。

  この結果、従来の方法によった場

合に比べて、税引前中間純損失が

251,000千円増加しております。

②　材料貯蔵品

総平均法による原価法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

EDINET提出書類

真柄建設株式会社(E00096)

半期報告書

31/51



 
前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

２．固定資産の減価償却の

方法

有形固定資産

　定率法によっている。

　ただし、建物（建物附属設備を除

く）、工具器具（移動性仮設建物を

除く）については、定額法によって

いる。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

である。

建　　物　　　10～50年

機械装置　　　７～15年

有形固定資産

　定率法によっている。

　ただし、建物（建物附属設備を除

く）、工具器具（移動性仮設建物を

除く）については、定額法によって

いる。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

である。

建　　物　　　10～50年

機械装置　　　７～15年

有形固定資産

　定率法によっている。

　ただし、建物（建物附属設備を除

く）、工具器具（移動性仮設建物を

除く）については、定額法によって

いる。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

である。

建　　物　　　10～50年

機械装置　　　７～15年

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間会計

期間より、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更している。これにより、営

業損失、経常損失、及び税引前中間純

損失はそれぞれ17千円増加してい

る。

――――― （会計方針の変更）

　法人税法の改正（（所得税法の一

部を改正する法律平成19年３月30日

法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令平成19年３月

30日政令83号））に伴い、当事業年

度より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更している。これによる損益

に与える影響は軽微である。 

 

 

（追加情報）

　平成19年度の法人税法改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上している。

　これにより、営業損失、経常損失及

び税引前中間純損失がそれぞれ

4,745千円増加している。

――――― （追加情報）

　平成19年度の法人税法改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の　５％

相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上している。

　これによる損益に与える影響は軽

微である。 

 無形固定資産

　定額法によっている。

　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によってい

る。

無形固定資産（リース資産も含む）

同左

無形固定資産

同左

 長期前払費用

　定額法によっている。

長期前払費用

同左

長期前払費用

同左
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前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

３．繰延資産の処理方法 社債発行費

　償還期間（２年間）にわたり均等

償却している。

―――――　 社債発行費

　償還期間（２年間）にわたり均等

償却している。

４．引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上している。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

 完成工事補償引当金

　完成工事及び売上販売用不動産に

係るかし担保の費用に備えるため、

過去３年間の実績率を基礎に将来の

補償見込みを加味して計上してい

る。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

同左

 工事損失引当金

　受注工事に係る将来の損失に備え

るため、当中間会計期間末手持工事

のうち損失の発生が見込まれ、かつ、

その金額を合理的に見積もることが

できる工事について、損失見込額を

計上している。

工事損失引当金

同左

工事損失引当金

　受注工事に係る将来の損失に備え

るため、期末手持工事のうち損失の

発生が見込まれ、かつ、その金額を合

理的に見積もることができる工事に

ついて、損失見込額を計上している。

 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、

職員組合との支給協定額に基づき当

期負担分を見積って計上している。

――――― 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、

職員組合との支給協定額に基づき当

期負担分を見積って計上している。

 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生している

と認められる額を計上している。但

し、閉鎖型年金においては、年金資産

が退職給付債務を超過しているた

め、投資その他の資産に前払年金費

用（178,230千円）を計上している。

　なお、会計基準変更時差異について

は、15年による均等額を費用処理し

ている。

　また、過去勤務債務及び数理計算上

の差異の費用処理方法は、以下のと

おりである。

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生している

と認められる額を計上している。但

し、閉鎖型年金においては、年金資産

が退職給付債務を超過しているた

め、投資その他の資産に前払年金費

用（157,538千円）を計上している。

　なお、会計基準変更時差異について

は、15年による均等額を費用処理し

ている。

　また、過去勤務債務及び数理計算上

の差異の費用処理方法は、以下のと

おりである。

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当事

業年度末において発生していると認

められる額を計上している。

但し、閉鎖型年金においては、年金資

産が退職給付債務を超過しているた

め、投資その他の資産に前払年金費

用（168,212千円）を計上している。

　なお、会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理し

ている。

　また、過去勤務債務及び数理計算上

の差異の費用処理方法は、以下のと

おりである。

 過去勤務債務

…その発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（12年）

による定額法。

過去勤務債務

同左

過去勤務債務

同左

 数理計算上の差異

…その発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（12年）

による定額法により、翌期から費

用処理。

数理計算上の差異

同左

数理計算上の差異

同左
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前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備えるため、

被保証先の財政状態等を勘案し、損

失負担見込額を計上している。

債務保証損失引当金

同左

債務保証損失引当金

同左

 関係会社損失引当金

　関係会社の事業に係る損失の負担

に備えるため、関係会社の財政状態

等を勘案し、必要額を計上している。

――――― 関係会社損失引当金

　関係会社の事業に係る損失の負担

に備えるため、関係会社の財政状態

等を勘案し、必要額を計上している。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっている。

――――― 　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっている。

６．中間キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）

における資金の範囲

　中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３か月以内に

償還期限の到来する短期投資からな

る。

同左 　キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３か月以内に償

還期限の到来する短期投資からな

る。

７．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項

完成工事高の計上基準

　請負金額１億円以上の長期工事

（工期１年以上）については工事進

行基準を、その他の工事については

工事完成基準を適用している。なお、

工事進行基準による完成工事高は

23,439,114千円、完成工事総利益は

△259,468千円である。

完成工事高の計上基準

　請負金額１億円以上の長期工事

（工期１年以上）については工事進

行基準を、その他の工事については

工事完成基準を適用している。なお、

工事進行基準による完成工事高は

17,585,735千円、完成工事総利益は

△1,163,451千円である。

完成工事高の計上基準

　請負金額１億円以上の長期工事

（工期１年以上）については工事進

行基準を、その他の工事については

工事完成基準を適用している。なお、

工事進行基準による完成工事高は

49,247,652千円、完成工事総利益は

155,487千円である。

 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税に相当する

額の会計処理は、税抜方式によって

いる。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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【会計処理の変更】

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

――――― （リース取引に関する会計基準）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっていたが、当中間会計期間より

「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６

年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委

員会）、平成19年３月30日改正））が適用され

たことに伴い、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっている。

  なお、リース取引開始日が適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を適用している。

　これにより、当中間会計期間に損益に与える

影響はない。　

―――――

 

【表示方法の変更】

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
  至　平成20年９月30日）  

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月30日）

―――――― （中間貸借対照表）

 前中間会計期間において、流動資産の「その

他」含めて表示していた「立替金」は、当中間

会計期間において資産の総額の100分の５を超

えたため区分掲記した。なお、前中間会計期間

の「立替金」の金額は872,292千円である。

　前中間会計期間において、投資その他の資産

の「その他」に含めて表示していた「破産債

権、更生債権等」は、当中間会計期間において

資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記

した。なお、前中間会計期間の「破産債権、更生

債権等」の金額は680,613千円である。

（中間損益計算書）

　前中間会計期間において、特別利益は一括掲

記していたが、「前期損益修正益」は、金額の

重要性が増したので区分掲記した。なお、前中

間会計期間の「前期損益修正益」の金額は

19,101千円である。　　

――――――
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【注記事項】

（中間貸借対照表関係）
前中間会計期間末
（平成19年９月30日）

当中間会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

5,067,058千円である。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

5,072,422千円である。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

5,027,003千円である。

※２　「土地の再評価に関する法律」（平成10

年法律第34号）及び「土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律」（平成

13年法律第19号）に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これを控除した

金額を「土地再評価差額金」として純資

産の部に計上している。

※２　「土地の再評価に関する法律」（平成10

年法律第34号）及び「土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律」（平成

13年法律第19号）に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これを控除した

金額を「土地再評価差額金」として純資

産の部に計上している。

※２　「土地の再評価に関する法律」（平成10

年法律第34号）および「土地の再評価に

関する法律の一部を改正する法律」（平

成13年法律第19号）に基づき、事業用の土

地の再評価を行い、当該評価差額に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、これを控除

した金額を「土地再評価差額金」として

純資産の部に計上している。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成

10年３月31日公布政令第119号）第２条第

１号に定める地価公示法（昭和44年法律

第49号）第６条に規定する標準地につい

て同条の規定により公示された価格、及び

同条第４号に定める地価税法（平成３年

法律第69号）第16条に規定する地価税の

課税価格の計算の基礎となる土地の価格

を算定するために国税庁長官が定めて公

表した方法により算定した価格に基づい

て、奥行価格補正等合理的な調整を行って

算出している。

再評価を行った年月日

平成14年３月31日

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成

10年３月31日公布政令第119号）第２条第

１号に定める地価公示法（昭和44年法律

第49号）第６条に規定する標準地につい

て同条の規定により公示された価格、及び

同条第４号に定める地価税法（平成３年

法律第69号）第16条に規定する地価税の

課税価格の計算の基礎となる土地の価格

を算定するために国税庁長官が定めて公

表した方法により算定した価格に基づい

て、奥行価格補正等合理的な調整を行って

算出している。

再評価を行った年月日

平成14年３月31日

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成

10年３月31日公布政令第119号）第２条第

１号に定める地価公示法（昭和44年法律

第49号）第６条に規定する標準地につい

て同条の規定により公示された価格、及び

同条第４号に定める地価税法（平成３年

法律第69号）第16条に規定する地価税の

課税価格の計算の基礎となる土地の価格

を算定するために国税庁長官が定めて公

表した方法により算定した価格に基づい

て、奥行価格補正等合理的な調整を行って

算出している。

再評価を行った年月日

平成14年３月31日

同法律第10条に定める再評価を行った事

業用土地の当事業年度末における時価の

合計額と当該事業用土地の再評価後の帳

簿価額の合計額との差額

922,669千円

※３　担保資産

　担保に供している資産は以下のとおりで

ある。

※３　担保資産

　担保に供している資産は以下のとおりで

ある。

※３　担保資産

　担保に供している資産は以下のとおりで

ある。

販売用不動産 735,930千円

建物 3,611,388

土地 7,330,835

有形固定資産・その他 20,795

計 11,698,951

販売用不動産 459,741千円

建物 1,693,506

土地 4,006,905

有形固定資産・その他 15,972

計 6,176,126

販売用不動産 706,682千円

建物 3,508,126

土地 6,029,020

有形固定資産・その他 19,834

計 10,263,663

 

 

 

  

　担保資産に対応する債務

  また、工事請負代金の債権譲渡担保差入

証書を差し入れており、これに対応する工

事請負代金総額（既入金額を除く）は、

8,788百万円である。

　担保資産に対応する債務

 

 

 

 

　担保資産に対応する債務

短期借入金 9,030,000千円 短期借入金 12,771,951千円短期借入金 5,330,000千円

　上記のほか、宅地建物取引営業保証金の

差入保証金の代用として投資有価証券

25,021千円を供託している。

　また、未成工事受入金236,100千円の保全

として、不動産事業支出金136,636千円を

差し入れている。

　上記のほか、宅地建物取引営業保証金の

差入保証金の代用として有価証券25,005

千円を供託している。

　

　上記のほか、宅地建物取引営業保証金の

差入保証金の代用として有価証券

25,013千円を供託している。
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前中間会計期間末
（平成19年９月30日）

当中間会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

　４　保証債務

　下記の会社の分譲住宅販売に係る前受金

受領額に対して保証を行っている。

　４　保証債務

　下記の会社の分譲住宅販売に係る前受金

受領額に対して保証を行っている。

　４　保証債務

　下記の会社の分譲住宅販売に係る前受金

受領額に対して保証を行っている。

㈱アキムラ　シー・アイ・エック

ス
269,060千円

㈱マリモ 52,460

日神不動産㈱ 4,600

計 326,120

㈱マリモ 94,800千円

㈱タカラレーベン 5,300     

日神不動産㈱ 4,600

計 104,700

㈱マリモ 100,200千円

㈱プレサンス・コーポレーショ

ン
56,804

㈱アキムラ　シー・アイ・エック

ス

19,370

日神不動産㈱ 7,000

計 183,374

　５　受取手形割引高

1,489,351千円

　５　受取手形割引高

443,023千円

　５　受取手形割引高

5,339,030千円

※６　中間会計期間末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理し

ている。

　なお、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の満期手形が中間

会計期間末日残高に含まれている。

――――― ―――――

受取手形 134,399千円

営業外受取手形 754千円

支払手形 1,420千円

  

※７　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動資産のその他に含めて表示して

いる。

※７　同左 ※７　同左

――――― ――――― ※８　資産の保有目的の変更

　前事業年度末における販売用不動産

29,248千円を、土地へ振替している。
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（中間損益計算書関係）
前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　１　当社の売上高は、通常の営業の形態とし

て、事業年度の上半期の売上高と下半期の

売上高との間に著しい相違がある。当中間

会計期間末に至る一年間の売上高は次の

とおりである。

　１　同左 ―――――

前事業年度下半期 44,674,449千円

当中間会計期間 37,044,809

合計 81,719,258

前事業年度下半期 47,453,670千円

当中間会計期間 27,692,953

合計 75,146,623

 

　２　減価償却実施額 　２　減価償却実施額 　２　減価償却実施額

有形固定資産 84,409千円

無形固定資産 9,311

有形固定資産 77,612千円

無形固定資産 9,413

有形固定資産 169,131千円

無形固定資産 18,654

※３　このうち主なものは、下記のとおりであ

る。

―――――

 

※３　このうち主なものは、下記のとおりであ

る。

前期損益修正益 19,101千円

 (うち工事未払金修正益) 19,101)

貸倒引当金戻入額 19,708

 投資有価証券売却益 613,578千円

――――― ※４　減損損失

　当社は、事業を建設事業と不動産賃貸事

業に分け、さらに建設事業については支店

（ブロック）単位に、不動産事業について

は賃貸不動産１物件毎を単位にグルーピ

ングを実施した。

　その結果、今中間期において営業損益が

△3,396,748千円と多額の損失に至っ

たこと、及び、来期においても今回の民事

再生申立による大幅な受注の減少等によ

り、営業損益の回復が見込めないことによ

り、資産の処分を予定している事業用不動

産について、帳簿価額を回収可能価額にま

で減額し、当該減少額を減損損失

（3,288,154千円）として特別損失に

計上した。

　又、賃貸不動産についても、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（1,873,092千円）として特

別損失に計上した。

※４　減損損失

　当社は、事業を建設事業と不動産賃貸事

業に分け、さらに建設事業については支店

（ブロック）単位に、不動産事業について

は賃貸不動産１物件毎を単位にグルーピ

ングを実施した。

　その結果、資産の処分を予定している賃

貸不動産について、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失

（1,324,636千円）として特別損失に

計上した。

 （１）関東地区　事業用不動産　４件　　　　　

　

（１）関西地区　事業用不動産　１件

 建  物 520,015千円

土  地 279,532    

       計 799,548    

              賃貸用不動産　２件

建  物 112,578千円

土  地 64,347    

       計 176,925    

（２）北陸地区　事業用不動産  10件   
建  物 492,966千円

土  地 896,646    

       計 1,389,613    

              賃貸用不動産　３件　　　　

　

建  物 132,113千円

土  地 129,903    

       計 262,017    

          

建  物 5,018千円

土  地 827,553    

       計 832,571    

 
（２）北陸地区　事業用不動産　１件

建  物 27,272千円

土  地 388,378    

       計 415,651    

              賃貸不動産   １件

建  物 28,154千円

土  地 48,260    

       計 76,414    
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前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （３）関西地区　事業用不動産　８件

建  物 114,015千円

土  地 948,085    

       計 1,062,100    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              賃貸用不動産  ９件 

建  物 757,565千円

土  地 672,443    

       計 1,430,009    

（４）名古屋地区 事業用不動産 ２件

建  物 36,892千円

       計 36,892    

              賃貸用不動産　１件

建  物 2,610千円

土  地 1,529    

       計 4,140    

 

  なお、回収可能価額は正味売却価額により

測定しているが、正味売却価額については鑑

定評価額により算定している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  なお、回収可能価額は正味売却価額により

測定しているが、正味売却価額については売

却予定額により算定している。

※５　このうち主なものは、下記のとおりであ

る。

※５　このうち主なものは、下記のとおりであ

る。

※５　このうち主なものは、下記のとおりであ

る。

前期損益修正損 62,069千円

(うち工事未払等修正損 59,230)

関係会社損失引当金

繰入額
172,000

前期損益修正損 224,176千円

販売用不動産評価損 251,003 

 

前期損益修正損 159,289千円

特別退職金等 129,000     

関係会社損失引当金

繰入額
190,000
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

（株）
当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 46,363,934 3,514,938 － 49,878,872

優先株式 24,000,000 － － 24,000,000

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加3,514,938株は、平成19年１月に発行した第１回無担保転換社債型新株予約権

付社債10億円のうち未行使分６億円が普通株式へ転換行使したことによるものである。

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

（株）
当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 150,760 12,110 － 162,870

優先株式 － － － －

　（注）　増加は、単元未満株式の買取による増加12,110株である。

 

３．新株予約権等に関する事項

　前事業年度末に存在した一括法により負債に計上していた転換社債型新株予約権付社債に係る平成18年

新株予約権（全て権利行使可能であり、目的となる株式の種類及び数は、普通株式3,514,938株）は、当中

間会計期間において、全て権利行使されております。

 

４．配当に関する事項

　該当事項なし。

 

当中間会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

（株）
当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 49,878,872 － － 49,878,872

優先株式 24,000,000 － － 24,000,000

　 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

（株）
当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 182,149 5,710 － 187,859

優先株式 － － － －

　（注）　増加は、単元未満株式の買取による増加5,710株である。

                                                                                                           

３．新株予約権等に関する事項

該当事項なし。

 

４．配当に関する事項

　該当事項なし。
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前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

（株）
当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 46,363,934 3,514,938 － 49,878,872

優先株式 24,000,000 － － 24,000,000

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加3,514,938株は、平成19年１月に発行した第１回無担保転換社債型新株予約権

付社債10億円のうち６億円が普通株式へ転換行使したことによるものである。

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

（株）
当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 150,760 31,389 － 182,149

優先株式 － － － －

　（注）　普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものである。

  

３．新株予約権等に関する事項

　前事業年度末における新株予約権（目的となる株式の種類及び数は、普通株式3,514,938株）について

は、当事業年度中において全て権利行使されている。

 

４．配当に関する事項

　該当事項なし。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）
前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年９月30日現在） （平成20年９月30日現在） （平成20年３月31日現在）

現金預金勘定 2,079,068千円

預入期間が３か月を超える定

期預金
－

取得日から３か月以内に償還

期限の到来する短期投資（有

価証券）

－

現金及び現金同等物 2,079,068千円

現金預金勘定 1,577,076千円

預入期間が３か月を超える定

期預金
－

取得日から３か月以内に償還

期限の到来する短期投資（有

価証券）

－

現金及び現金同等物 1,577,076千円

現金預金勘定 1,901,370千円

預入期間が３か月を超える定

期預金
－

取得日から３か月以内に償還

期限の到来する短期投資（有

価証券）

－

現金及び現金同等物 1,901,370千円
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（リース取引関係）
前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

―――――
 

 

 

 

 

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

 

  

（借主側）

　ファイナンス・リース取引

(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引　

　（通常の売買取引に係る方法に準じた会計

　処理によっているもの）

（借主側）

　該当するリース資産はない。

(2)リース物件の所有権が借主に移転すると認

　められるもの以外のファイナンス・リース

　取引（新リース会計基準適用開始前の通常

　の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

　によっているもの）

（借主側）

―――――
 

 

 

 

 

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

 

  

（借主側）

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器具
備品

118,06471,71346,350

その他 874,21263,520810,691
合計 992,276135,233857,042

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器具
備品

59,60533,66225,942

その他 878,772211,170667,601
合計 938,377244,833693,543

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具
備品

102,04569,97632,068

車両・運
搬具

4,560 912 3,648

その他 874,212136,661737,550
合計 980,817207,550773,267

②　未経過リース料中間期末残高相当額 ②　未経過リース料中間期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 163,498千円

１年超 693,543

合計 857,042

１年内 157,849千円

１年超 535,694

合計 693,543

１年内 158,647千円

１年超 614,619

合計 773,267

　なお、取得価額相当額及び未経過リース料

中間期末残高相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定している。

同左 　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算

定している。

③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 72,346千円

減価償却費相当額 72,346

支払リース料 78,655千円

減価償却費相当額 78,655

支払リース料 156,121千円

減価償却費相当額 156,121

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっている。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略している。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類

前中間会計期間末
（平成19年９月30日）

当中間会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

中間貸借対
照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

中間貸借対
照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1）国債・地方債等 25,02124,729 △291 25,00525,016 11 25,01324,880 △132

(2）社債 － － － － － － － － －

(3）その他 － － － － － － － － －

合計 25,02124,729 △291 25,00525,016 11 25,01324,880 △132

 

２．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項なし。

 

３．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前中間会計期間末
（平成19年９月30日）

当中間会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

取得原価
（千円）

中間貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

中間貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 1,907,0992,884,074976,975 59 59 － 3,329 11,502 8,173

(2）債券                                     

国債・地方債等 － － － － － － － － －

社債 － － － － － － － － －

その他 － － － － － － － － －

(3）その他 497 505 8 － － － － － －

合計 1,907,5962,884,580976,983 59 59 － 3,329 11,502 8,173

 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び（中間）貸借対照表計上額

(1）満期保有目的の債券

　該当事項なし。

 

(2）その他有価証券

種類
前中間会計期間末
（平成19年９月30日）

当中間会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

非上場株式 （千円） 200,281 194,856 196,356
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（デリバティブ取引関係）

　前中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）、当中間会計期間（自平成20年４月１日　至平成

20年９月30日）及び前事業年度（平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っていないので、該当事項はない。

 

（持分法損益等）

 
前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

関連会社に対する投資の金額 60,335千円 20,335千円 20,335千円

持分法を適用した場合の投資の金

額
202,288千円 181,819千円 180,471千円

持分法を適用した場合の投資利益

の金額
20,738千円 6,628千円 2,179千円

　なお、前中間会計期間については関係会社損失引当金を172,000千円、前事業年度については190,000千円計上し

ている。 
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 △194.32円

１株当たり中間純損失 25.31円

１株当たり純資産額 △404.19円

１株当たり中間純損失 167.85円

１株当たり純資産額 △236.20円

１株当たり当期純損失 55.41円

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、１株当たり中間純

損失が計上されているため、記載して

いない。

同左 　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、１株当たり当期純

損失が計上されているため、記載して

いない。

 

　（注）１．１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

  
前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

中間（当期）純損失 (千円) 1,257,768 8,340,852 2,753,690

普通株主に帰属しない金

額
(千円) － － －

普通株式に係る中間（当

期）純損失
(千円) 1,257,768 8,340,852 2,753,690

普通株式の期中平均株式

数
(千株) 49,683 49,692 49,694

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

Ａ種優先株式12,000千株

Ｂ種優先株式12,000千株

なお、これらの概要は「株

式の状況」に記載のとお

りである。

同左 同左

 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

  
前中間会計期間末
（平成19年９月30日）

当中間会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額 (千円) 2,339,066 △8,084,782 261,351

純資産の部の合計額から

控除する金額
(千円) 12,000,000 12,000,000 12,000,000

（うちＡ種優先株式払込

金額）
(千円) (6,000,000) (6,000,000) (6,000,000)

（うちＢ種優先株式払込

金額）
(千円) (6,000,000) (6,000,000) (6,000,000)

普通株式に係る中間期末

（期末）の純資産額
(千円) △9,660,933 △20,084,782 △11,738,648

１株当たり純資産額の算

定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数

(千株) 49,716 49,692 49,696
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（２）【その他】

　当社は、新潟市発注の下水道推進工事の入札において、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違

反するものとして、公正取引委員会から審判開始の決定を受け、平成20年８月25日に同意審決の申出を行い、同年

９月16日に同意審決を受けた。

　それに伴い、国土交通省北陸地方整備局から建設業法の規定に基づき平成20年11月25日付で営業停止処分を受

けており、更に地方自治体等からも指名停止処分等の行政処分を受けるにいたった。

　但し、営業停止の範囲は新潟県における公共土木工事業、期間は平成20年12月10日から平成20年12月24日までの

15日間と限定されていることから、下半期以降の財政状態及び経営成績に与える影響額は軽微である。
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間において、関東財務局長に提出した金融商品取引法第25条第１

項各号に掲げる書類は、次のとおりである。

                               

１．半期報告書の               第64期中             自平成17年４月１日          平成20年５月26日提出

    訂正報告書                                      至平成17年９月30日           

 

２．有価証券報告書の           事業年度             自平成17年４月１日          平成20年５月26日提出

    訂正報告書                 第64期               至平成18年３月31日

 

３．半期報告書の               第65期中             自平成18年４月１日          平成20年５月26日提出

    訂正報告書                                      至平成18年９月30日         

 

４．有価証券報告書の           事業年度             自平成18年４月１日          平成20年５月26日提出

    訂正報告書                 第65期               至平成19年３月31日

 

５．半期報告書の               第66期中             自平成19年４月１日          平成20年５月26日提出

    訂正報告書                                      至平成19年９月30日

 

６．有価証券報告書の           事業年度             自平成18年４月１日          平成20年６月26日提出

    訂正報告書　　             第65期               至平成19年３月31日

 

７. 有価証券届出書の           平成18年12月22日提出の有価証券届出書に係る       平成20年６月26日提出

    訂正届出書　 　 　         訂正届出書          

　 

８．有価証券報告書             事業年度             自平成19年４月１日          平成20年６月30日提出

    及びその添付資料           第66期               至平成20年３月31日

 

９．臨時報告書                 提出会社に係る民事再生法の規定による             平成20年７月７日提出

                               再生手続開始の申立て                          
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項なし。 
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 独立監査人の中間監査報告書  

 

 平成20年２月４日

真柄建設株式会社  

 取締役会　御中  

 

 新日本監査法人 

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 大村　啓三

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 安久　　彰

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 池田　裕之

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

真柄建設株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第66期事業年度の中間会計期間（平成19年４月１日か

ら平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及

び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

真柄建設株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成19年４月１日から

平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は大阪支店における不適切な原価処理の判明を受けて公表済財務諸

表の記載内容の見直しを行った。これにより完成工事総利益が大幅に減少し、多額の損失と利益剰余金のマイナスを計上

するとともに、前事業年度から継続して重要なマイナスの営業キャッシュ・フローを計上した。その結果、平成16年10月

に会社が策定した「中期経営改善計画」の達成が困難な状況になり、資金繰りへの影響が懸念され、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在している。当該状況に対する今後の経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管し

ている。

  前中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 
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 独立監査人の中間監査報告書  

 

 平成20年12月24日

真柄建設株式会社  

 取締役会　御中  

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永 昌 監 査 法 人
 

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 杉本　栄策

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 松田　俊雄

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 山本　栄一 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

真柄建設株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第67期事業年度の中間会計期間（平成20年４月１日か

ら平成20年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及

び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にある。

　当監査法人は、下記事項を除き我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表

示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じ

て追加の監査手続を適用して行われている。

 

記　

　継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、真柄建設株式会社は平成20年７月５日開催の取締役会において民事再生手

続開始の申立てを行うことを決議し、大阪地方裁判所に申立てを行った。その後、平成20年７月14日に大阪地方裁判所から

民事再生手続開始決定がなされ、平成21年２月９日までに大阪地方裁判所へ再生計画案の提出を予定している。今後、再生

計画案は、裁判所の認可を得た上で遂行されることになるが、現時点では再生計画案は未確定である。このため、継続企業を

前提として作成されている上記の中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかった。

 

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、上記事項の中間財務諸表に与える影響の重要性に鑑み、我が国において一般に公正

妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、真柄建設株式会社の平成20年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間会計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見を表明しない。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管し

ている。

　中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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